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令和４年１１月２９日

新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について

８月２３日以降における新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について、御

報告いたします。

１．新型コロナウイルス感染者の発生状況について

はじめに、むつ市内における新型コロナウイルス感染者の発生状況について御報

告いたします。

全国の新規感染者数は、９月は減少傾向にありましたが、１０月から再び増加傾

向に転じ、８月のピークに迫るほど高い水準にある地域もみられており、日本医師

会は第８波が始まったものとの認識を示しております。

当市においては、８月３０日に新規感染者数が１００名となり、１日の感染者数

の最多を更新いたしました。その後、感染者数は減少し９月は落ち着いた状況が続

いておりましたが、１０月に入り全国と同様、増加傾向に転じ、９月２１日から第

８波が始まったものと認識しております。

９月２６日からは、感染者の全数把握が簡略化されたことにより、当市の感染者

数の把握が困難となったことから、むつ保健所管内の感染者数を注視しております

が、増加傾向に転じた１０月１日から１１月２５日までの間、下北地域では新規感

染者が２，０８４名確認され、１日平均３７名となっております。

また、むつ総合病院では、８月下旬から４件のクラスタ―が発生しております。

むつ総合病院によりますと、８月２３日に２つの病棟でクラスターが発生し、８

月２６日から９月２日までの間、全診療科での入院の受入れを制限し、９月８日ま

では、一部の診療科において入院の受入れを制限しております。

また、１０月３日に病棟で発生したクラスタ―については、１０月４日から１０

月１９日までの間、１０月２０日に病棟で発生したクラスタ―については、１０月

２１日から１１月７日までの間、一部診療科での入院の受入れを制限しております。

２．新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備えた診療体

制について
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次に、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備えた診

療体制について御報告いたします。

季節性インフルエンザについては、この２年間、当市において感染者の報告はあ

りませんでしたが、今冬は新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同

時流行が懸念されており、むつ総合病院の発熱外来のひっ迫が考えられることから、

むつ下北医師会と協議を重ね、自己検査を行った方が、検査結果の陽性、陰性に関

わらず、新たに市内１５医療機関で受診できる体制を整備したところであります。

これにより、自己検査後に受診を希望する方が、速やかに受診できることとなり

ますことから、市民の皆様が適切に診療を受けられるよう、周知に努めてまいりま

す。

３．抗原検査キット配布センターの運用状況について

次に、抗原検査キット配布センターの運用状況について御報告いたします。

８月１５日から開設しております同センターでの検査キット配布数は、１１月

２５日現在、３，８３６個となっております。

また、季節性インフルエンザとの同時流行に備え、川内、大畑、脇野沢の各地区

におきましても、１１月２８日から新たに配布場所を設置しております。

これにより、市民の皆様が速やかに自己検査を行えることとなっております。

４．むつ市ＰＣＲ検査センターの運用状況について

次に、むつ市ＰＣＲ検査センターの運用状況について御報告いたします。

同センターは、濃厚接触者以外の無症状の方が対象となっており、１１月２５日

現在、検査数は４，５７３件となっております。

運営期間は、青森県ＰＣＲ検査等無料事業の実施期間と同様の明日１１月３０日

までとなっております。

５．総合相談窓口及び自宅療養者に対する支援について

次に、総合相談窓口及び自宅療養者に対する支援について御報告いたします。

現在は、平日のみの対応としており、１１月２５日現在、相談件数は２，１８８

件、自宅療養者の買い物支援は６１件となっております。

今後も引き続き、市民の皆様の不安解消に努めてまいります。
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６．新型コロナウイルス感染症ワクチン接種計画について

次に、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種計画（プロジェクトＧ）の進捗状

況について御報告いたします。

＜乳幼児接種について＞

まず、乳幼児への接種についてでありますが、希望者から優先して接種する方式

としております。対象となる生後６か月から４歳までのお子様の保護者の皆様に接

種希望のアンケート調査を実施し、希望された方々には、接種券を１１月１６日に

発送しており、むつ総合病院での接種を１２月９日から開始する予定としておりま

す。

＜３回目接種の状況について＞

次に、３回目接種の状況についてでありますが、１１月２５日現在、１２歳以上

で２回目接種を終えた方のうち、今月１９日及び２０日に、むつマエダアリーナで

実施した大規模接種において接種した１９２名を含め、４２，８８８名が接種を終

え、接種率は９５．８％となっております。

＜４回目接種の状況について＞

次に、４回目接種の状況についてでありますが、１１月２５日現在、従来型ワク

チンで３回目接種を終えた方のうち、むつマエダアリーナでの大規模接種において

接種した８，３９８名を含め、３４，８１２名が接種を終え、接種率は８１．８％

となっております。

＜５回目接種について＞

次に、５回目接種についてでありますが、市内１８医療機関において、大規模接

種終了後の１１月２１日から個別接種を開始しており、１１月２５日現在、従来型

ワクチンで４回目接種を終えた方のうち、２，７５８名が接種を終え、接種率は

１３．６％となっております。

７．経済対策及び雇用対策について

次に、経済対策及び雇用対策について御報告いたします。

まず、むつ市議会第１６４回臨時会で御議決を賜りました経済対策第７弾のうち
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主な事業の１１月２５日現在の進捗状況について御報告いたします。

はじめに、「むつ市あんしん飲食店等・生産者支援事業」につきましては、９０１

件分、８，７９９万７，０００円を給付し、事業を終了しております。

次に、「離職者生活・再就職支援給付金事業」につきましては、４１９件分、

４，１９０万円の給付を完了しております。

次に、「プレミアム付飲食券事業」につきましては、１０月末で事業が終了し、

７，３０９万３，０００円相当が市内約１３０店舗において利用されております。

次に、「プレミアム付タクシーチケット事業」につきましては、発行予定数

５，０００セットが完売し、２，５００万円相当が１２月末までの使用期間において

利用される見込みとなっております。

次に、「ジオ・スタイル・ウェディング事業」につきましては、１１月１５日時点

で申込み件数が予定しておりました５０件に到達し、現在は四季折々のロケーション

で順次、撮影が行われていると伺っております。

次に、「にぎわい再生イベント推進事業」につきましては、むつ市、むつ商工

会議所、むつ市観光協会及び下北物産協会で構成する実行委員会が主催又は共催

するイベントといたしまして、９月９日及び１０日に「かわうち・まりんびーち・

ライトアップフェス２０２２」が、かわうちまりんビーチにおいて開催されたほか、

１０月２２日及び２３日には「Ｍｕｔｓｕ Ｇａｔｅｗａｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ

２０２２」が、しもきた克雪ドーム及びウェルネスはらっぱる周辺を会場に開催

され、２日間で約２万１，０００名の皆様に御来場いただきました。

そのほか、実行委員会が経費の一部を補助するイベントといたしましては、

しもきたＴＡＢＩあしすとが、これらのイベントに併せ「旅の余韻をおうちで楽しむ

お土産付き宿泊セット」の販売や「ＳＮＳ投稿キャンペーン」を実施したほか、

８月２７日及び２８日に「森騒Ｖｏｌ．１」がＰＡＲＫ ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡに

おいて開催され、さらに、９月１０日には脇野沢地区において「本州最北端下北半島

ライダースミーティング２０２２」が開催されるとともに、「わきのさわにぎわい

創出事業」として、脇野沢地区では２０数年ぶりとなる花火の打ち上げが行われる

など、市内全域で賑わいの創出が図られております。

次に、「むつ市のうまい生産者応援キャンペーン事業」につきましては、むつ市の

特産品のおいしさを再発見する「むつ市の味力発見キャンペーン」として、９月１日

から３０日までを応募期間として実施したところ、昨年を上回る２万６，４３５通

の御応募をいただきました。なお、１０万円相当の特賞に当選された３名の方へは、
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「Ｍｕｔｓｕ Ｇａｔｅｗａｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ ２０２２」のステージにおいて

直接、景品を贈呈したところであり、そのほかの当選者６２１名の皆様には１１月

初めに郵送にて景品をお届けしております。

次に、先のむつ市議会第２５２回定例会で御議決を賜りました経済対策第８弾の

１１月２５日現在の進捗状況について御報告いたします。

まず、「燃油価格高騰対策事業」につきましては、１０月３１日で申請期間が

終了し、１，１８６件分、５，１８０万６，０００円の給付を完了しております。

なお、本事業につきましては申請及び問合せに関する事務を誘致企業である株式

会社エスプールグローカルむつＢＰＯセンターが代行することにより、夜間休日に

おける申請も可能となるなど、利便性向上に寄与したものと考えております。

次に、「宿泊業経営安定化事業」につきましては、１０月３１日で申請期間が

終了し、３６件分、１，８４０万円の給付が決定しております。

次に、「ごみ袋配布事業」につきましては、１０月下旬までに全地区での配布を

完了しております。

次に、「水道料金支援事業」につきましては、８月から１０月までの３か月間の

検針分について基本料金を無料とし、事業が終了しております。

次に、５月３１日で生産業務が終了となったアツギ東北株式会社むつ工場における

離職者への支援についてでありますが、９月３０日をもってむつ工場の残務整理の

ための期間雇用契約が終了したことに伴い、同日付けで新たに５６名が離職し、

累計では４３７名が離職することとなりました。

市では、１０月３日、むつ公共職業安定所や企業の皆様と連携し、６月１日に

続いて第２回目となる「むつ市合同企業説明会」を開催しております。説明会への

参加企業は４２社、求人総数は３２４名を数え、当日は１４１名が来場し、求職者

と人手不足の企業とのマッチングの機会を提供しております。

また、求職者の支援につきましては、「離職者生活・再就職支援給付金事業」に

おいて生活安定と再就職活動に係る経費を支援しているほか、再就職に有利となる

資格取得支援として実施した、技能試験３級合格を目指すパソコン講習会の結果、

ワード講習においては受験者２７名中２４名、エクセル講習においては受験者２６名

全員が見事、認定試験に合格しております。

このような取組もあり、１０月３１日現在の再就職者は２２２名、求職者は２０６

名となっております。

今後におきましても、求職者の皆様お一人おひとりに寄り添い、市内の企業等に
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おける雇用のマッチングなどの支援を行っていくほか、新たな雇用機会に繋がる

企業誘致に取り組んでまいります。

８．低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

次に、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について御報

告いたします。

当該給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等

の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯への生活支援として、児童一人当たり

５万円を給付するもので、全額国費での対応となります。

対象世帯のうち、申請が不要な世帯への給付につきましては、既に終了しており

ます。現在は、直近で収入が減少した世帯等の申請受付と給付を行っており、１１

月２５日現在、８１６世帯、１、２３７名、金額にして６，１８５万円の給付を完

了しております。

９．青森県子育て世帯臨時特別給付金給付事業について

次に、青森県子育て世帯臨時特別給付金事業について御報告いたします。

当該給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、給食費や食

材料費等の物価高騰に直面する子育て世帯に、児童一人当たり２万５，０００円を

給付するもので、全額県費での対応となります。

給付実績につきましては、申請が不要な、本年９月分の児童手当の受給世帯等

２，５３１世帯、４,３３７名、金額にして１億８４２万５,０００円の給付を１１

月１４日までに終了しております。

また、申請が必要な、公務員や高校生等のみを養育している世帯等につきまして

は、１１月１日から申請受付を開始しており、明日１１月３０日からの給付を予定

しております。なお、受付期限は本年１２月３１日までとなっております。

１０．保育施設等の感染症対策について

次に、保育施設等の感染症対策について御報告いたします。

保育施設等においては、季節性インフルエンザとの同時流行に備え、保護者の皆

様には、引き続き、お子様の健康観察と体調不良時の登園自粛等について御協力を

いただくとともに、お子様の症状に応じて保育施設等と相談し対応していただくよ

う、文書によりお願いをしております。
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また、幼稚園、保育園が臨時休園となった場合に備えた代替保育につきましては、

１１月２５日現在、登録者数は７８名となっております。

１１．介護保険サービス事業所、障がい福祉サービス事業所等における感染症対策

について

次に、介護保険サービス事業所、障がい福祉サービス事業所等における感染症対

策について御報告いたします。

当該事業所関連施設における感染状況につきましては、９月中旬から１０月まで

は感染者が散発的な発生にとどまっておりましたが、１１月に入り感染者数が増加

しております。

当該事業所関連施設におきましては、国及び青森県から示されております感染予

防対策の徹底に努めていただいておりますが、今後、季節性インフルエンザとの同

時流行が懸念されますことから、市から介護保険サービス事業所、障がい福祉サー

ビス事業所等に対し、時節に応じた感染症対策を徹底していただくよう文書により

お願いをしております。

１２．市内の小中学校における学校活動等について

次に、市内の小中学校における学校活動等について御報告いたします。

市内の小中学校における児童生徒の感染者数は、９月の１か月間で１５６名であ

ったものが、１０月の１か月間では２８８名と約２倍となり、この影響により、学

級閉鎖の措置をとった学級が２校で２学級、学年閉鎖の措置をとった学年が２校で

４学年となっております。

また、小中学校において、家族が陽性となったことや本人が風邪症状等により登

校できず、学習に影響を受けた児童生徒数は、最も多い日では２８８名となりまし

た。

なお、学習機会を保障するため、各学校においては、「タブレット端末を用いた

オンライン授業の実施」、「デジタル教材や教科書、問題集等を用いた家庭学習に

ついての支援」、「必要に応じた登校後の補充学習」等を行っているところであり、

引き続き、出席停止によって児童生徒の学習に遅れが生じることがないよう取組を

進めてまいります。

以上、新型コロナウイルス感染症に係る市の対応について御報告させていただき
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ます。

これからの時期は気温の低下とともに、感染対策に重要な屋内の換気が不十分に

なることが予想されます。

市民の皆様におかれましては、換気を心がけるとともに、引き続き感染リスクの

高い行動は避け、日常生活を送っていただければと存じます。

今後につきましても、国及び青森県の方針等に基づき、市民の皆様の安全と健康、

そして日々の生活を守るため、今後ともきめ細かな対策を講じてまいりますので、

御理解を賜りたいと存じます。


